
資料３ 

第三次長野市総合計画の進行管理について 

 

１ 計画の構成と期間 

第三次長野市総合計画は「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」で構成されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    平成 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23～ 

基本構想  

基本計画  

実施計画 
 

 

 

    平成 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23～ 

基本構想  

基本計画  

実施計画 
 

 

 

２ 計画の進行管理 

（１）総合計画の推進に当たっては、３か年を単位とする実施計画を策定し、計画的な事業

実施を図るとともに、事業や施策の成果等を評価する行政評価システムとも密接に連携

して、計画の適切な進行管理に努めています。 

（２）総合計画に記載した「市民とともに掲げる目標」を指標として、その推移をチェック

することで、計画の進捗を計るバロメーターとしています。 

（３）現在の第三次総合計画は、新計画の策定に伴い平成 18 年度で終了することから、今

後は第四次総合計画の策定に伴う新たな進行管理を 19 年度から実施して参ります。 

■長野市のまちづくりのための基本理念や都市像
を示し、基本的な方針を明らかにしたもの 

■基本構想が掲げる大綱を実現するため、具体的な
施策や事業を体系づけるもの 

■基本計画に定めた内容について、３か年の具体的
計画を定めたもの 

12 か年計画 

前期４か年 後期８か年 

３か年計画 
（ローリングで毎年更新）

新構想（10 か年）

前期４か年 後期４か年 

３か年計画 
（ローリングで毎年更新）

新計画（5 か年）

【第三次総合計画】

【第三次→第四次総合計画】

基本構想 

実施計画 

基本計画 


